
本分科会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて   

公開しておりますのでご覧ください。  

また、総務省において、閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記までご

連絡をお願いいたします。 

 

担 当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 石井・澁谷 

電 話：０３－５２５３－５６９４ 

メール：ip-council_atmark_soumu.go.jp 

（_atmark_を@にしてください） 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 郵政行政分科会（第１０２回）議事概要 

 

１ 日時 

令和８年２月１８日（水）１０：０３～１０：２６ 

 

２ 場所 

  Ｗｅｂ会議による開催 

 

３ 出席者 

（１）委員（敬称略） 

佐々木 百合（分科会長）、谷川 史郎（分科会長代理）、滝澤 光正、 

巽 智彦、藤沢 久美、三浦 佳子、若林 亜理砂 

（以上７名） 

 

（２）総務省出席者 

牛山郵政行政部長、柴山審議官、渡部信書便事業室長 

 

（３）事務局 

石井情報流通行政局総務課課長補佐 

 

４ 議題 

諮問事項 

特定信書便事業の許可、事業計画の変更の認可、信書便約款の設定の認可及び信書便管

理規程の設定の認可【諮問第１２７４～１２７６号】 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

審議の結果、諮問のとおり許可及び認可することが適当との答申を行った。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

【内容】 

１４者に係る特定信書便事業の許可及び信書便管理規程の設定の認可、うち４者に係

る信書便約款の設定の認可、並びに１者に係る事業計画の変更の認可について、諮問を

受けたもの。 

 

     


